
市町村民税市町村民税市町村民税市町村民税

道府県民税道府県民税道府県民税道府県民税
22 特別徴収

名称 印 係 年 指定番号

氏　　名 度 個人番号
23 特別徴収

平成　　　年　　　月　　　日提出 電　　話 年 指定番号

－ － 度 個人番号

　　徴収済税額 異動年月日

 月分から  月分から 円

 月分まで  月分まで 　年

月 日 円

◎◎◎◎納税者納税者納税者納税者がががが新新新新しいしいしいしい勤務先勤務先勤務先勤務先においてにおいてにおいてにおいて「「「「特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収のののの継続継続継続継続」」」」をををを希望希望希望希望されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには以下以下以下以下のののの項目項目項目項目にもにもにもにも必必必必ずずずず記載記載記載記載してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

所在地〒 － 特別徴収指定番号 －
新しい勤務先の 左記転勤先へは月割額　　　　　　　円を

係
名称及び所在地 名　　称 氏　　名 　　　　月分から徴収するよう連絡済です。

電　　話
－ －

◎◎◎◎給与等給与等給与等給与等のののの支払支払支払支払をををを受受受受けなくなったけなくなったけなくなったけなくなった後後後後のののの月割額月割額月割額月割額（（（（退職退職退職退職したしたしたした月月月月をををを除除除除くくくく））））のののの一括徴収一括徴収一括徴収一括徴収についてについてについてについて次次次次のののの欄欄欄欄にににに必必必必ずずずず記載記載記載記載してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
一　　括　　徴　　収　　す　　る　　場　　合

1 異動の日が６月１日から１２月３１日までの間で

理 本人から申出があったため。 　　本人の印

円

由 2 異動の日が１月１日から４月３０日までの間で特別徴収

の継続の希望がないため。 円

一　　括　　徴　　収　　し　　な　　い　　場　　合
1 異動の日が６月１日から１２月３１日までの間で本人から申出がないため。

2 特別徴収の継続の希望があるため。（転勤の場合も含む）

3 異動の日が１月１日から４月３０日までの間で残税額（上記（ウ）の額）を超える給与又は退職手当等の支払がないため。

4 死亡による退職のため。

記載上記載上記載上記載上のののの注意点注意点注意点注意点
　　　　※※※※太線太線太線太線 でででで囲囲囲囲んでいるんでいるんでいるんでいる部分部分部分部分についてのみについてのみについてのみについてのみ記載記載記載記載してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
　　　　※※※※退職退職退職退職のののの日日日日がががが１１１１月月月月１１１１日日日日からからからから４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日までのまでのまでのまでの方方方方についてはについてはについてはについては、、、、本人本人本人本人からからからから申出申出申出申出がないがないがないがない場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても、、、、
　　　　　　　　必必必必ずずずず、、、、残税額残税額残税額残税額をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて徴収徴収徴収徴収してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
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控除社会保険料額

１　特別徴収継続
２　一　括　徴　収
３　普　通　徴　収
（本人が納付する）

左記の一括徴収した税額は　　　月分（　　月　　日納期限分）で納入します。

徴 収 予 定 額 合 計
（上記（ウ）と 同額）

左記の一括徴収した税額は　　　月分（　　月　　日納期限分）で納入します。

異動後の未徴収
税額の徴収方法

徴 収 予 定 額

円

２２年度

２３年度

点検

点検
　　　　月分以降

の月割額は

1　特別徴収義務者を変更
２　普通徴収へ変更
３　一括徴収
４　その他

　　　　月分以降
の月割額は

1　特別徴収義務者を変更
２　普通徴収へ変更
３　一括徴収
４　その他
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